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市営住宅使用料（家賃）の算定誤りについて 

市営住宅の住宅使用料（家賃）の算定に誤りがあり、一部の入居者につ

いて本来よりも過少の家賃を徴収していたことが判明しました。 

 

１ 経過 

市営住宅の住宅使用料（家賃）については、公営住宅法並びに八潮市市営

住宅設置及び管理条例に基づき、毎年度算定し決定の上、入居者に通知して

いますが、令和８年度の家賃算定作業を進めていたところ、これまでの家賃

の算定に誤りがあり、一部の入居者について本来よりも過少の家賃を徴収し

ていたことが判明しました。 

 

２ 算定誤りの概要 

⑴ 対 象 戸 数：借上型市営住宅の一部１４戸 

⑵ 対 象 世 帯：１７世帯（退去済３世帯含） 

⑶ 対 象 期 間：平成３１年１月から令和８年３月までの７年３か月間 

⑷ 過少徴収総額：２，６９９，１５６円 

 

３ 原因 

市営住宅の家賃は、法及び条例に基づき、複数の係数を用いて算定します

が、そのうち「経過年数係数（管理する住宅の経過年数を用いた係数）」につ

いて、平成１６年の法改正以前に管理を開始したものに適用する経過措置を、

平成３０年度から順次管理を開始した借上型市営住宅の一部に誤って適用し

ていたものです。 
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４ 対応 

令和８年度以降の家賃については、正しい家賃を徴収します。 

 

５ 再発防止策 

公営住宅法の内容を担当内で正確に把握し、法解釈の情報共有を図るとと

もに、家賃の決定に当たり、チェック体制を強化して、再発防止を徹底しま

す。 

 

６ 市長コメント 

このたび、家賃の算定誤りが確認されたことは誠に遺憾であり、市民の皆

様の信頼を損ねたことについて、深くお詫び申し上げます。 

このような事態を招いたことを深く反省し、再発防止に万全を尽くすとと

もに信頼回復に努めてまいります。 

 


